
        このたび、津山市が住民参加型市場公募債を発行するにあたり、当行が取
     扱金融機関として募集取扱いをおこないますのでお知らせいたします。

◎発行概要

　●正式名称　 　　津山市平成１９年度第1回公募公債（愛称 「つやまっ子未来債」）

　●発行総額　　　　２億円

　●期　　　間　　　　５年（満期一括償還）

　●発行価格　　　　額面１００円につき１００円

　●募集期間　　　　平成１９年１１月１９日（月）から１１月２６日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　※当行の窓口営業時間内（土・日曜日、祝日を除きます。）
　　　　　　　　　　　　　　　※先着順（売切れ次第終了）

　●発行日　　　　　 平成１９年１１月３０日（金）

　●償還日　　　　　 平成２４年１１月３０日（金）

　●利率     　　    １．１２％

　●利回り　　       １．１２％（税引後利回り  ０．８９６％）

　●利払日　　　　　 半年ごと（５月・１１月の各月３０日）
　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、当行窓口休業日の場合は、前当行窓口営業日に支払われます。

　●購入限度額　　 お１人、１事業者あたり、１０万円から５００万円まで（１０万円単位）

　●購入対象者　　 津山市内に在住または勤務されている２０歳以上の個人
      　　　　　　　　　　津山市内に営業拠点等のある法人

　●取扱店舗       津山支店、津山東支店、加茂支店、日本原支店、津山市役所出張所
                           院庄支店、津山北支店

　●必要書類等　　 お申込みの際に必要なもの
　　　　　　　　　　 　　　○預金通帳
　　　　　　　　　　 　　　○ご印鑑（通帳のお届印）
　　　　　　　　　　　 　　○ご本人を確認できる資料（運転免許証、健康保険証など）
　　　　　　　　　　　 　　※通帳は、お申込みされる支店（出張所）のものが必要です。今回お申込みの支店
　　　　　　　　　　　　　　　（出張所）に預金口座をお持ちでない場合は、口座開設の手続きが必要となります。
　　　　　　　　　　　　 　※マル優・特別マル優制度をご利用される方は、障害者年金手帳等の確認書類が別
　 　　　　　　　　　　 　　　途必要になります。

「津山市ミニ公募地方債」の募集取扱いについて



◎ご注意いただく事項

　●商品性について
        ・金利の上昇により債券価格の下落する価格変動リスクがあります。したがって、償還前に売却
          して換金される場合には、その時期の債券相場にもとづき、購入された金融機関が買取りしま
         すので、投資元本を割込む場合があります。また、債券価格は発行者の財務状況や外部評価
         の変化等の信用リスクがあり、投資元本を割込むことがあります。

　●預金保険の支払い対象について
         ・購入いただいた債券は預金ではなく、預金保険の支払い対象となりません。

　●その他
         ・利払日や償還日直前の一定期間には換金できない場合もあります。
         ・「社債等の振替に関する法律」にもとづいて発行するものであり、券面は発行できません。
           したがって、本券の手元保管はできません。
         ・債券を購入される場合は、購入対価のみお支払いいただくことになります。

◎「つやまっ子未来債｣Q&A

　●住民参加型市場公募債とは？

　　　　地方債の一種で、市民のみなさまに市が事業をおこなうための資金の提供者となっていただく
      ものです。

　●津山市が発行する目的は何ですか？

　　　　市がおこなう事業に対し、市民のみなさまに資金を提供していただくことで、市民協働のまちづ
　　　くりや行政運営の透明性を推進し、行政への参加意識をより高めていただくことです。

　●利率はどのように決定するのですか？

　　　利率の決定は，平成１９年１１月１５日（木）の国債利回りを参考に１６日（金）に決定します。
　　　決定された利率は、当行店頭および市ホームページなどでお知らせします。

　●利子は課税されるのですか？

　　　　お受取りになる利子には、利子所得として２０％（所得税１５％＋地方税５％）が源泉徴収されま
　　　す。ただし、マル優・特別マル優制度がご利用いただけます。

　●利子はどのように支払われるのですか？

　　　　利子は、固定利率により額面金額に応じ、毎年５月３０日と１１月３０日の年２回（当行窓口休業
      日の場合は前当行窓口営業日）支払われます。購入時に窓口で指定していただいた当行の口座
      に自動的に振込まれます。
　　　　※当行の支店に預金口座をお持ちでない場合は、口座開設手続きが必要となります。

　●配偶者や子供名義などでの代理購入はできますか？

　　　　ご購入の際には、運転免許証などで本人確認をさせていただきますので、ご本人以外の名義で
　　　の購入はできません。また、購入手続きも代理人ではできませんので、ご注意ください。
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